
 

 

 

平成２２年１０月１３日 

当座勘定取引先 御中 

 

日 本 銀 行 

 

 

「日本銀行が行う直送払に関する細則」の一部改正について 

 

今般、日本銀行では、取引先金融機関の営業所等内または取引先金融機関が貨

幣取扱業務を委託している業者の事業所等構内において、支払元貨幣を受入れ得

ることとし、これに伴い「日本銀行が行う直送払に関する細則」の一部を別紙１

のとおり改正し、平成２２年１０月１８日から実施することとしましたので通知

します。 

具体的な改正内容につきましては、日本銀行ホームページの｢日本銀行関連サイ

ト｣－「業務上の事務連絡」－｢現金受払事務等関連｣－「What’s New」

(http://www5.boj.or.jp /hakken/hakken.htm)に掲載していますのでご覧くださ

い。改正後の「日本銀行が行う受直送および直送払に関する細則」につきまして

は、上記実施日に掲載します。 

なお、本細則の改正に当たっては、別紙２の経過措置を講ずることとしました

ので、申し添えます。 

―― 新たに本件貨幣受入の実施を希望する場合や経過措置期間終了後も引続

き直送払の実施を希望する場合には、改正後の本細則に基づき日本銀行に

届け出たうえ、日本銀行から直送場所としての承認を受ける必要がありま

す。 

 以  上 

 

 



 

別紙１ 

「日本銀行が行う直送払に関する細則」中一部改正 

○ 題名を横線のとおり改める。 

 

「日本銀行が行う受直送および直送払に関する細則」 

 

 

 

○ 目次を横線のとおり改める。 

 

目 次 

 

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

１．基本的な事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（１）用語の定義 

（２）受直送または直送払の実施の決定に係る条件 

（３）直送払場所の要件 

（４）直送払の対象貨幣 

（５）受直送または直送払の単位等 

２．受直送または直送払を受けるための届出等・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（１）届出事項 

（２）直送払場所としての適否の通知 

（３）日本銀行から交付する書式 

（４）受直送または直送払の窓口および連絡先ならびに貨幣輸送者の情報 

３．受直送または直送払の手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

（１）  

略（不変） 

（２） 

４．留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

（１）貨幣授受受領事務の委託 

（２）  

略（不変） 

（３） 



 

【書式】 

 

 

（書式第１号）    直送払場所希望届 

（書式第２号）    授受受領責任者届 

（書式第３号）    直送払希望通知 

（書式第４号）    入金内訳（貨幣・通常貨） 

（書式第５４号）   支払金内訳 

（書式第６５号）   直送払実施予定表 

（書式第７号）    支払元貨幣受直送記録簿 

（書式第８６号）   支払元貨幣直送払記録簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○ はじめにを横線のとおり改める。 

 

はじめに 

 

 本細則は、日本銀行が「日本銀行が行う現金の受払に関する規則」（以下「現金受

払規則」といいます）第３条に規定する「日本銀行が特に認めた場合」として行う

取引先の営業所等内または取引先から貨幣取扱業務の委託を受けている業者の事業

所等構内における当座勘定の入金または払戻に伴う貨幣の受払払出について定めた

ものです。 

 取引先の営業所等内または取引先から貨幣取扱業務の委託を受けている業者の事

業所等構内における当座勘定の入金または払戻に伴う貨幣の受払払戻に当たっては、

当座勘定規定、現金受払規則等を遵守するほか、本細則に従ってください。 

 今後、本細則の内容に変更がある場合には、その都度日本銀行から通知しますの

で、適宜補正のうえ利用してください。



 

 

○ １．から４．までを横線のとおり改める。 

 

１．基本的な事項 

（１）用語の定義 

 本細則で使用する用語の定義は、現金受払規則その他日本銀行が定めた規則等

によるほか、次のとおりとします。 

イ． 

∫   略（不変） 

ハ． 

ニ. 受直送  日本銀行が本細則に基づき取引先の営業所等内または委託業者の

事業所等内において行う貨幣の受入をいいます。 

ホニ. 直送払 略（不変） 

へホ．直送払場所  取引先の営業所等またはその受託者の事業所等のうち、日

本銀行が受直送または直送払を行う場所として適当と認めた場所をいいます。 

トへ．授受受領責任者  取引先の貨幣の授受受領の責任者をいいます。 

チト．貨幣輸送者  受直送の対象となる貨幣の直送場所からの輸送または直送

払の対象となる貨幣のを直送払場所へのに輸送を行うする者をいいます。 

リチ．記念貨 

ヌリ．通常貨     略（不変）  

ルヌ．大袋 

ヲル．大袋包装封  

（２）受直送または直送払の実施の決定に係る条件 

 日本銀行は、取引先から受直送または直送払の希望があった場合において、希

望された貨幣の受払払出を行うためには日本銀行の他店との間でから貨幣の輸送

を行う受ける必要があり、かつ受直送または直送払貨幣の払出に要する費用等を

踏まえ適当と認めたときに限り実施します、直送払を行います。 

 日本銀行は、取引先からの希望および貨幣の輸送の都合を踏まえ、受直送また

は直送払の日時を決定します。この点、日本銀行は、一旦決定した受直送または

直送払の日時を、貨幣の輸送に係る交通事情等を勘案し、変更することがありま

す。 



 

 

 

（３）直送払場所の要件 

 直送払場所となる取引先の営業所等または委託業者の事業所等は、以下のイ．

からニ．までの要件を満たす必要があります。 

イ． 略（不変） 

ロ．受直送または直送払の対象となる貨幣の積降および数量の確認のための十分

なスペースがあること。 

ハ．  

略（不変） 

ニ．  

なお、直送払場所とすることができる取引先の営業所等または委託業者の事業

所等は、取引先毎に１か所に限ります。 

（４）直送払の対象貨幣 

受直送または直送払を行う貨幣は、通常貨のうち現在発行されているもので大

袋包装封としたものに限ります。 

（５）受直送または直送払の単位等 

イ． 略（不変） 

ロ．受直送または直送払の単位および最低受払出量 

受直送または直送払の単位は、貨幣の日本銀行各店間の輸送を行うトラック等

の媒体の最大積載可能数量となり、最低受払払出量はその整数倍となります。具

体的な単位および最低受払払出量については、勘定店から別途通知します。 

２．受直送または直送払を受けるための届出等 

（１）届出事項 

イ．当初届出事項 

取引先は、受直送または直送払を受けるために以下の書式を勘定店に届け出

てください。 

① 「直送払場所希望届」（書式第１号） 

② 「授受受領責任者届」（書式第２号） 

ロ． 届出事項の変更時の取扱 



 

 

  イ．により届け出た事項に変更が生じる場合には、事前に変更後の書式をあ

らためて届け出てください。また、直送場所の廃止を希望する場合には、事前

に「直送場所廃止届」（書式適宜）を勘定店に届け出てください。 

（２）直送払場所としての適否の通知 

 日本銀行は、（１）で届出を受けた取引先の営業所等または委託業者の事業所等

を直送払場所とすることまたは直送場所を変更することの適否を、取引先に通知

します。 

 なお、受直送または直送払を実施できない特別な事情が生じた場合や、２年を

超えて受直送または直送払の取扱実績がない場合等には、日本銀行はその直送場

所を廃止することがあります。 

（３）日本銀行から交付する書式 

 日本銀行は、（２）で取引先の営業所等または委託業者の事業所等を直送払場所

として認める旨を通知した取引先に対して、直送払のために以下の書式を交付し

ます。不足が生じた場合には、勘定店に請求してください。 

①  「直送払希望通知」（書式第３号） 

② 「入金内訳（貨幣・通常貨）」（書式第４号）または「支払金内訳」（書式第

５４号） 

（４）受直送または直送払の窓口および連絡先ならびに貨幣輸送者の情報 

以下の事項については、勘定店から取引先に別途通知します。 

① 受直送または直送払に関する窓口および連絡先 

② 貨幣輸送者に関する情報 

３．受直送または直送払の手続 

（１）事前の手続 

イ．取引先は、受直送または直送払の実施を希望する場合には、月単位でその希

望を取り纏め、「直送払希望通知」を前々月の２５日（休日の場合にはその前営

業日）の午後４時までに勘定店にファクシミリ送信、郵送または勘定店におけ

る手渡し（以下「ファクシミリ送信等」といいます）の方法により提出してく

ださい。 

ロ．日本銀行は、取引先からの希望を踏まえ、毎月最終営業日の前営業日までに

受直送または直送払の実施の有無および実施する場合の実施日時を決定し、受



 

 

直送または直送払を実施する取引先に対して翌月分の「直送払実施予定表」（書

式第６５号）をファクシミリにより送信します。なお、日本銀行は、一旦送信

した直送払実施予定表の内容を変更する場合には、変更後の直送払実施予定表

を変更の対象となる取引先に対してファクシミリにより送信します。 

ハ. ロ.により直送実施予定表の送信を受けた取引先のうち、受直送を実施する

取引先は、実施日の２営業日前までに受直送の対象となる貨幣を直送場所に確

保し、その旨を勘定店に連絡してください。 

ただし、受直送の実施予定日が直送実施予定表の受信日から２営業日以内で

ある場合は、受信日に受直送の対象となる貨幣を直送場所に確保している旨を

勘定店に連絡してください。 

ニハ．ロ．の送信を受けた取引先は、受直送または直送払の実施日の前営業日の

午後４時までに、入金内訳（貨幣・通常貨）または支払金内訳を勘定店にファ

クシミリ送信等の方法により提出してください。入金内訳（貨幣・通常貨）ま

たは支払金内訳には、右上部余白にそれぞれ「支払元貨幣受直送」または「支

払元貨幣直送払」と付記してください。 

（２）当日の手続 

 イ．受直送 

（イ）取引先は、受直送の実施予定時刻の３０分前までに、当座勘定入金帳およ

び入金内訳（貨幣・通常貨）を勘定店の所定の窓口に提出してください。 

当座勘定入金票・同受付通知書および入金内訳（貨幣・通常貨）には、右

上部余白に「支払元貨幣受直送」と付記してください。 

入金内訳（貨幣・通常貨）の記入に当たっては、以下の事項に留意してく

ださい。 

・ 当座勘定入金票１枚につき入金内訳（貨幣・通常貨）は１枚としてくだ

さい。 

・ 金額は明瞭に記入してください。 

・ 金額を誤記入した場合には、二重線により取り消したうえで訂正するか、

または新たに入金内訳（貨幣・通常貨）を作成し直してください。 

・ 代理人たる別法人が、取引先に代わり入金内訳（貨幣・通常貨）を記入

する場合には、「コード番号＜５桁＞・取引先名」欄に、取引先のコード番

号および名称に加え、当該別法人名および当該別法人がその取引先の代理



 

 

人である旨を記入してください。 

（ロ）直送場所には、受直送の実施予定時刻の前に直送実施予定表により通知し

た日本銀行の職員が出向きます。 

（ハ）日本銀行は、直送場所において受直送の対象となる貨幣の金額および施封

状態に異状がないことを確認した後、取引先から受入を行います。取引先の

授受責任者は、日本銀行職員に引渡す貨幣について、勘定店に提出済の当座

勘定入金帳および入金内訳（貨幣・通常貨）に記載された金額と相違ないこ

とを適宜の方法により確認したうえ、当該職員が持参した「支払元貨幣受直

送記録簿」（書式第７号）に確認印を押印してください。 

（ニ）日本銀行は、直送場所において受領した貨幣を貨幣輸送者へ引渡します。 

ロ．直送払 

（イ）． 略（不変） 

（ロ）．直送払場所には、直送払の実施予定時刻の前に「直送払実施予定表」（書

式第５号）により通知した日本銀行の職員が出向きます。 

当該職員は、直送払を実施する前に、直送払場所において貨幣輸送者から

貨幣を受領し、その金額および施封状態に異状がないことを確認します。 

（ハ）．日本銀行は、（ロ）により直送払の対象となる貨幣の金額および施封状態

に異状がないことを確認した後、直送払場所において取引先への支払に対し

て直送払を行います。取引先の授受受領責任者は、受領した貨幣について、

当座小切手および支払金内訳に記載された金額と相違ないことを適宜の方法

により確認したうえ、日本銀行職員が持参した「支払元貨幣直送払記録簿」（書

式第８６号）に受領印を押印してください。 

（ニ）． 略（不変） 

４．留意事項 

（１）貨幣授受受領事務の委託 

 取引先は、その全額出資子会社に対して、受直送または直送払による貨幣の授

受受領およびこれに付随して勘定店との間で行う諸連絡に係る事務を委託するこ

とができます。 

 取引先は、同社への同事務の委託を希望する場合には、その旨を日本銀行が別

に定める書式により勘定店に願い出てください。 



 

 

（２） 

     略（不変） 

（３） 



 

 

○ 書式第１号を横線のとおり改める。 

 

書式第１号 

 

（日 付） 

 

日本銀行○○支店  御中 

 

 

（取引先） 

（責任者）   印（注１）    

 

直送払場所希望届 

 

下記の場所を日本銀行が行う受直送または直送払の直送払場所として希望

します。 

 

記 

 

（名 称）（注２） 

（所在地）（注３） 

（レイアウト）（注４） 

 

以  上 

 

（注１） 

  ∫   略（不変） 

（注４）



 

 

○ 書式第２号を横線のとおり改める。 

 

 

書式第２号 

 

（日 付） 

 

日本銀行○○支店  御中 

 

 

（取引先） 

（責任者）     印   

 

授受受領責任者届 

 

受直送または直送払における授受受領責任者の氏名および印鑑を、下記のと

おりご連絡します。 

 

記 

 

氏  名 印  鑑 

  

  

  

  

  

  

  

 

以  上 

（注）略（不変）



 

 

○ 書式第３号を横線のとおり改める。 

書式第３号 

（日 付） 

日本銀行○○支店  御中 

（取引先） 

 

直送払希望通知 

 

     年  月分の受直送または直送払の実施希望は以下のとおりです。 

 

▽受直送                      （単位：大袋包装封） 

貨種 上旬 中旬 下旬 合計 

500円貨     

100円貨     

50円貨     

10円貨     

５円貨     

１円貨     

合  計     

 

▽直送払                      （単位：大袋包装封） 

貨種 上旬 中旬 下旬 合計 

500円貨  

略（不変）   ∫ 

１円貨 

合  計     

 

（注１）受直送または直送払実施希望月の前々月２５日の午後４時までに通知してく

ださい。 

（注２）受直送または直送払を実施できない営業日回避日があれば以下に記入してく

ださい。 

 回避日  （                    ） 
以  上 



 

 

○  書式第６号を書式第８号とし、書式第５号を書式第６号とし、書式第４号を書式

第５号としたうえで、書式第３号の次に次の書式第４号を加える。 

 

 

書式第４号 

 

 

入金内訳（貨幣・通常貨） 

（日付）  ．  ．  

種類 金額  

貨種 素材・量目 正貨 損貨  

500 円 ﾆｯｹﾙ黄銅・7.0g   千円   千円 500 

 白銅・7.2g        

100 円 白銅・4.8g       100 

 ○旧銀・4.8g        

50円 白銅・4.0g       50 

 ○旧ﾆｯｹﾙ・5.0g、5.5g        

10円        10 

５円        5 

１円        1 

合計金額 

千円 

（コード番号＜５桁＞・取引先名） 

 

 

 

 

（顔写真登録番号）授受責任者には○を付す 

受付番号 



 

 

○ 書式第６号を横線のとおり改める。 

 

 

書式第６号 

 

（日 付） 

 

        御中 

 

日本銀行   支店 

発券課長        

 

直送払実施予定表（    年  月分） 

 

 標題の件について、下記のとおり執り行いますのでご連絡します。 

 

記 

▽受直送 

実 施 日  

金     種  

数     量  

実施予定時刻   

日本銀行出向者  

 

▽直送払 

実 施 日   

略（不変） ∫ 

日本銀行出向者 

以  上 

 

（注）同じ月に複数回受直送または直送払を実施する場合には、本表を適宜調整します。



 

 

○ 書式第６号の次に次の書式第７号を加える。 

 

書式第７号 
 
 

支 払 元 貨 幣 受 直 送 記 録 簿 

 

 （取引先       ） 

 受 直 送 支 払 元 貨 幣 受 入 終 了 取引先 

授 受 

責任者印 

回送払出終了 受 直 送  

年  
受入店 金種別 数 量 金 額 取扱者 責任者 

終了 

時刻 

終了報告

の相手方 

終了 

時刻 

終了報告

の相手方 
取扱者 責任者 局(支店)長 記事 

  

 

 

 

 

                 

 

 



 

 

○ 書式第８号を横線のとおり改める。 

 

 

書式第８号 

 

支 払 元 貨 幣 直 送 払 記 録 簿 

 

 

 （取引先       ） 

 直送払支払元貨幣 回送受入終了 小切手残高引落 支 払 終 了 取引先

授受受

領責任

者印 

直  送  払  

年  発送店 金種別 数 量 金 額 取扱者 責任者 時 刻 報告の

相手方 

時 刻 通知者 時 刻 報告の

相手方 

取扱者 責任者 局(支店)長 記事 

  

 

 

 

 

 

                    

 



 

 

 

別紙２ 

 

 

 

経過措置 

 

 

○ 改正前の「日本銀行が行う直送払に関する細則」に基づき、現在、直送払場

所として認められている取引先の営業所等または貨幣取扱業務の委託を受け

ている業者の事業所等においては、平成２３年３月３１日までの間は、直送払

を行うことができることとします。 

 

以  上 


